
 新型コロナウイルスやインフルエンザなどの 

感染症を予防しましょう 

 

 

 

発熱症状などのある方は、まずは身近な医療機関（地域

の診療所・病院）にお電話ください 
●医療機関が指定した時間に診察し、医師の判断により新型コロナウイルス感染症や 

インフルエンザの検査を行います（または、検査のできる医療機関を紹介します）。 

●夜間や医療機関が休みの時、かかりつけ医のいない方は、「きょうと新型コロナ医療相談

センター」に連絡を。 

【きょうと新型コロナ医療相談センター】 

電話番号 ０７５-４１４-５４８７ （受付時間：３６５日２４時間） 

亀岡市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 ０７７１－２５－５００４ 

新型コロナウイルス感染症の相談・検査体制が変わりました 


